
　　　　　　　主　　　文
一　本件控訴を棄却する。
二　控訴費用は控訴人らの負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人ら
１　原判決中控訴人らに関する部分を取り消す。
２　別紙当事者目録記載番号１ないし７０の控訴人ら
（一）　被控訴人厚生大臣がした食品、添加物等の規格基準（昭和三四年一二月厚
生省告示第三七〇号）の一部を改正する告示（平成四年一〇月厚生省告示第二三九
号）のうち原判決別表１ないし３記載の成分規格を定めた部分及び食品衛生法施行
規則（昭和二三年厚生省令第二三号）の一部を改正する省令（平成四年厚生省令第
六四号）を取り消す。
（二）　被控訴人国は、右控訴人ら各自に対し、五〇万円ずつ及びこれに対する平
成四年一二月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
３　別紙当事者目録記載番号７１の控訴人
（一）　被控訴人厚生大臣がした食品、添加物等の規格基準（昭和三四年一二月厚
生省告示第三七〇号）の一部を改正する告示（平成五年三月厚生省告示第六八号）
のうち原判決別表４記載の成分規格を定めた部分を取り消す。
（二）　被控訴人国は、右控訴人に対し、五〇万円及びこれに対する平成五年一〇
月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
４　別紙当事者目録記載番号７２ないし９６の控訴人ら
（一）　被控訴人厚生大臣がした食品、添加物等の規格基準（昭和三四年一二月厚
生省告示第三七〇号）の一部を改正する告示（平成五年九月厚生省告示第二〇〇
号）のうち原判決別表５及び６記載の成分規格を定めた部分を取り消す。
（二）　被控訴人国は、右控訴人ら各自に対し、五〇万円ずつ及びこれに対する平
成五年一二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
５　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
６　前記２ないし４の各（二）項につき仮執行の宣言
二　被控訴人ら
１　主文と同旨
２　担保を条件とする仮執行免脱宣言
第二　当事者の主張
　当事者双方の主張は、次に付加、訂正、削除するほかは、原判決事実摘示中の控
訴人らに関する部分に記載のとおりであるから、これを引用する。
一　原判決の補正
１　原判決一五頁六行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「　また、食品衛生調査会は、フェニトロチオンの基準値を定めるに当たり、住友
化学工業株式会社作成の資料も入手せず、十分な資料もないままに審議した
もので、このような食品衛生調査会の答申に基づいてされた本件第一告示は違法で
ある。」
２　同一五頁一〇行目から一一行目にかけての「何ら正当な根拠もないのに」を
「食品衛生調査会に諮らずに基準設定における考え方を変更して」と改める。
３　同一九頁四行目の「現実の危険、不安、不快感」を「自己の身体の安全、健康
に対する現実の危険、不安、不快感、さらには子孫の健康にまで悪影響が及ぶおそ
れがあることに対する不安」と改める。
４　同一九頁六行目から七行目にかけての「本件各事件ごとに、」を削除する。
５　同一九頁九行目冒頭から同二〇頁一行目末尾までを次のとおり改める。
「　よって、控訴人らは、被控訴人厚生大臣に対し、別紙当事者目録記載番号１な
いし７０の控訴人らにおいては本件第一告示及び本件規則改正の取消しを、同番号
７１の控訴人においては本件第二告示の取消しを、同番号７２ないし９６の控訴人
らにおいては本件第三告示の取消しをそれぞれ求めるとともに、被控訴人国に対
し、国家賠償法一条に基づき、控訴人ら各自に対する慰謝料五〇万円ずつ及びこれ
に対する訴状送達の日の翌日である同番号１ないし７０の控訴人らについては平成
四年一二月一七日から、同番号７１の控訴人については平成五年一〇月一日から、
同番号７２ないし９６の控訴人らについては同年一二月一〇日から各支払済みまで
民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。」
二　控訴人らの当審における主張



１　農薬の危険性
（一）　フェニトロチオンの急性毒性及び亜急性毒性について
（１）　食品衛生調査会はフェニトロチオンのＡＤＩを〇・〇〇五㎎／㎏／日と設
定したが、その設定の根拠が不合理である。
　Ａの意見書（甲第一一六号証）によると、資料五‐一ではラットの亜慢性毒性及
び九二週摂取によるコリンエステラーゼの変動試験において、無影響量は五ＰＰｍ
（雄で〇・二七㎎／㎏／日、雌で〇・二八㎎／㎏／日に該当）と考えられ、イヌの
無影響量〇・一五㎎／㎏／日にかなり近いとされている。また、資料六ー六におい
ては、イヌの一年間試験で無影響量は一〇ＰＰｍ（〇・二五㎎／㎏／日に該当）と
記載されている。この二つの試験成績を見るだけでも、無毒性量は〇・五㎎／㎏／
日ではなく、〇・二七㎎／㎏／日となるはずであって、〇・五㎎／㎏／日とした根
拠が見当たらない。
　被控訴人らは、フェニトロチオンのＡＤＩについてラットの
慢性毒性試験の無毒性量〇・五㎎／㎏／日を採用したと主張するが、根拠がない。
すなわち、食品衛生調査会が採用したラット試験は、甲第一一六号証の資料六ー一
のとおりＭＲＩＤ〇〇〇七一九六五で表示される試験であるところ、ＥＰＡは、同
試験において一〇ｐｐｍ（〇・五㎎／㎏／日）で脳、血漿にコリンエステラーゼで
影響が現れているとしている（甲第一〇四号証）のであるから、仮に被控訴人らが
主張するように血漿コリンエステラーゼヘの影響は毒性と見ないにしても、脳コリ
ンエステラーゼへの影響は明らかに毒性の発現であるから、被控訴人らの主張する
無毒性量〇・五㎎／㎏／日は絶対にあり得ない。
　なお、本件各告示の後ではあるが、ＥＰＡは、平成七年七月二五日に公表した再
登録のための評価書（甲第一〇四号証）において、「フェニトロチオンが人体の健
康に及ぼす危険度が高いこと、また、環境に及ぼす悪影響の可能性が高いことが示
された。」として、フェニトロチオンの急性毒性及び亜急性毒性を評価し、その評
価の結果、フェニトロチオンのＡＤＩを〇・〇〇一三㎎／㎏／日と決定し（ただ
し、ＥＰＡは、ＡＤＩの代わりに参考値という言葉を使用している。）、ＡＤＩを
約四分の一に切り下げたのである。そして、ＥＰＡがその根拠として用いた試験
は、食品衛生調査会が資料六ー六として採用したイヌにおける一年間混飼毒性試験
であり、その最大無作用量を〇・一二五㎎／㎏／日とし、ＡＤＩはこれに安全係数
一〇〇分の一をかけて、〇・〇〇一三㎎／㎏／日と決定したことが明らかである。
　したがって、フェニトロチオンのＡＤＩは、〇・〇〇五㎎／㎏／日ではなく、Ｅ
ＰＡの毒性評価資料にある〇・〇〇一三㎎／㎏／日でなくてはならない。
（２）　被控訴人厚生大臣がフェニトロチオンについて設定した残留基準値に基づ
き理論最大一日摂取量を計算すると、フェニトロチオンのＡＤＩを〇・〇〇五㎎／
㎏／日とした場合でさえその約九〇パーセントを占めているのであるから、ＥＰＡ
の採用する右のＡＤＩ（〇・〇〇一三㎎／㎏／日）によれば、これをはるかに超え
ることは明らかである。
　被控訴人らは、ＥＰＡの評価をもとにしたとしても、フェニトロチオンの現実の
摂取量は、許容摂取量の一〇％程度にすぎず、これを大幅に下回っていると主張す
る。しかしながら、残留農薬基準値は、この濃度まで当該農薬が残留していても流
通させてよいという意味
を持つ値であるから、実際にそのような濃度まで残留していないから、国民の健康
確保に支障を生じるおそれはないということはできない。
（３）　また、平成一〇年五月一日厚生省が公表した「残留農薬基準設定における
暴露評価の精密化に関する分科会報告」では、ＡＤＩの配分において水、大気及び
その他による暴露を全体の二〇パーセントとすることになっている。わが国におい
ては、フェニトロチオンが松枯れ病の防止やその伝染予防、あるいは白蟻駆除のた
めに大量に使用されており、ＡＤＩに占める割合は二〇パーセントを超えることは
明らかであると思われるが、仮に二〇パーセントであるとしても、そもそもフェニ
トロチオンの残留基準に基づく理論最大一日摂取量はＡＤＩの九七・二パーセント
であるから、残留基準値に基づいて計算される理論最大一日摂取量は、水、大気等
からの暴露を考慮すると、ＡＤＩを超えることが明らかと思われ、その根拠を失っ
たことになる。
　なお、前記分科会報告によると、残留実態調査をもとに人の暴露量を精密に評価
し、その結果がＡＤＩを超えない限り、仮に当該残留基準に基づく理論一日最大摂
取量がＡＤＩを超えていても国際基準を受け入れようということのようである。し
かし、被控訴人らは、一方において、食品の販売は原則自由であって、残留農薬基



準は、「従来何ら規制がなかったものに新たに規制を課して公衆衛生の向上に資す
るために設定されたもの」であると主張しているのであるから、その基準により許
容される最大量の農薬を摂取したとしても、人の健康に危険を及ぼすおそれがない
という観点から決定されるべきものである。そうだとすれば、残留基準値に基づい
て計算される理論最大一日摂取量がＡＤＩを超えるなら、右基準は、国民の健康に
危害を及ぼすものとして直ちに取り消されるべきものである。
（二）　マラチオンの毒性について
　マラチオンの残留基準に基づく理論最大摂取量はＡＤＩの九七パーセントを超え
ているから、前記厚生省の分科会報告のとおり、ＡＤＩの配分において水、大気及
びその他による暴露を全体の二〇パーセントとすると、残留基準値に基づいて計算
される理論最大一日摂取量は、水、大気等からの暴露を考慮すると、ＡＤＩを超え
ることが明らかである。
（三）　マラチオン、ペルメトリン、シペルメトリン、イマザリルの内分泌攪乱性
について
　アメリカの科学者シーア・コルボーンらの
研究は、マラチオン、ペルメトリン、シペルメトリンを内分泌攪乱化学物質として
取り上げており、これらは、人体の暴露時期によって微量でも重大な影響を及ぼす
おそれがあることが明らかとなっており、また、イマザリルについても内分泌攪乱
化学物質の可能性がある。
２　控訴人らの損害
　本件各告示及び本件省令に係る農薬の危険性や子孫の健康への悪影響に対する不
安等は既に主張しているところであるが、さらに被控訴人厚生大臣が残留農薬基準
の設定における従前の考え方を危険な方向へ変更し、専門家による食品衛生調査会
の調査審議が杜撰で、法の求める厳格さを欠き、これを基礎として被控訴人厚生大
臣の本件各行為がなされたことによって、控訴人らの不安は増幅した。
　また、控訴人らが被控訴人厚生大臣の独占する本件各農薬に関する情報を請求し
たにもかかわらず、これが与えられず、発がん性等が報じられている危険な農薬を
食べさせられるのではないか、自分もがんになるのではないかという不安をもたら
された。このような安全情報を入手できないという不安から早期に解放されたいと
いう期待、その期待の背後にある控訴人らの不安、焦燥の気持ちを抱かされないと
いう利益は、内心の静穏な感情を害されないという利益として、不法行為上の保護
の対象となるというべきである。
三　被控訴人らの主張
１　農薬の危険性についての反論
（一）　フェニトロチオンの急性毒性及び亜急性毒性について
（１）　ＡＤＩの評価方法は、まず、各種動物における毒性試験成績を評価し、各
試験成績ごとに投与された動物に何ら毒性影響が認められない用量（以下「無毒性
量」という。）を求め、次に試験成績ごとに求められた無毒性量のうち、原則とし
て最も小さいものを当該農薬の動物における無毒性量とし、これに安全係数（通常
は一〇〇分の一）を乗じることにより、ＡＤＩが求められる。フェニトロチオンに
ついても、平成四年の食品衛生調査会において、この原則に従い、各種動物試験の
中で最も小さい無毒性量からＡＤＩを〇・〇〇五㎎／㎏／日と設定したものであ
る。ＥＰＡがＡＤＩを設定する根拠として用いた資料六ー六（イヌを用いた一二か
月間の慢性毒性試験）は、食品衛生調査会において、無毒性量として五〇ＰＰｍ
（一・五七㎎／㎏／日）と評価しているところ、右試験成績より低い無毒性量がラ
ットの毒性試験から求められたため（〇・五㎎／㎏／日）、イヌを
用いた右試験成績については、ＡＤＩの根拠とされていない。なお、ＥＰＡでは、
フェニトロチオンの参考値（わが国のＡＤＩに相当するもの）を資料六ー六のイヌ
の毒性試験成績から〇・〇〇一三㎎／㎏／日と設定しているが、これは、ＥＰＡが
右参考値を算出するに当たり、無毒性量ではなく、無影響量を用いたためと考えら
れる。食品衛生調査会では、平成四年の食品規格設定に係る毒性・残留農薬合同部
会報告（乙第四二号証）で示されているとおり、何らの毒性が発現しない最大用量
を求めるという考え方に基づき毒性評価を行っている。
　そして、ＪＭＰＲがまとめた「食品中の残留農薬における毒性評価の原則」にお
いても「毒性の最終目標は、全ての毒性データベースに基づき無毒性量（ＮＯＡＥ
Ｌ）を求めることであり、このＮＯＡＥＬはしかるべき安全係数とともにＡＤＩの
算出に使用される。」としている。そして、この無毒性量による毒性の評価は、食
品添加物の指定及び使用基準に関する指針、医薬品の単回及び反復投与毒性試験ガ



イドライン等においても、何ら毒性変化が認められない用量の上限として無毒性量
を統一して用いている。このように、毒性評価に際しては、広く国内外において無
毒性量によってその評価が行われているのであって、食品衛生調査会において無毒
性量からＡＤＩの評価を行うことは国際的な基準に照らし何ら問題のないものであ
る。
（２）　被控訴人厚生大臣は、右基準設定後、実際に国民が摂取している農薬の量
についてマーケットバスケット方式により調査を行っており、その調査結果によれ
ば、フェニトロチオンの実際の一日摂取量は〇・七七μｇ（平成三・四年度）、
一・四八μｇ（平成五年度）、七・一二μｇ（平成六年度）と報告されている。と
ころで、ＥＰＡの許容摂取量は、〇・〇〇一三㎎／㎏／日であるから、これに平均
体重五〇キログラムを乗じて一日の許容摂取量を試算すると、六五μｇとなる。し
たがって、ＥＰＡの評価をもとにしたとしても、フェニトロチオンの摂取量は許容
される摂取量の一〇パーセント程度にすぎず、許容される摂取量を大幅に下回って
いることになる。
（３）　控訴人らは、水、空気等の経路からの農薬の暴露に一日摂取許容量の二〇
パーセントを割り振る考え方に関連して、フェニトロチオンはこれを超えることが
明らかであると思われる旨主張するが、環境庁による平成五年度の「化学物質環境
汚染実態
調査」では、大気中のフェニトロチオンについて全国一五地点で測定した結果、一
地点から検出された以外はいずれも検出されず、また、検出された最高濃度を用い
て算出された暴露量は、一日摂取許容量の〇・三パーセントであった。そして、水
については、厚生省水道環境部の平成八年度の水質測定結果では、フェニトロチオ
ンについては全国で二六二検体の測定が行われ、検出が見られたのは二検体のみで
あった。これらの結果から見ても、フェニトロチオンの水、空気等を介した暴露は
極めて限られたものであることが明らかである。
（二）　マラチオンの毒性について
　理論最大一日摂取量方式は、実際の農薬の摂取量からはるかに乖離した推計値を
示すことが明らかになっており、マラチオンのマーケットバスケット調査による暴
露量（農薬の摂取量）の推計値は、一日摂取許容量の三パーセント未満にすぎな
い。
（三）　内分泌攪乱化学物質について
　内分泌攪乱化学物質に係る問題については、環境庁の中間報告においても、これ
までに得られている知見からは、一般生活において内分泌攪乱化学物質が人に影響
を及ぼしているか否かを判断することは困難とされているところであり、国際的に
見ても、子供の環境保健に関する八か国の環境指導者の宣言書に記載されていると
おり、国際政府間フォーラム等を通じて国際的な研究や協調が進められようとして
いる段階であって、いまだ研究途上の問題であって、内分泌攪乱化学物質であると
指摘されている物質による具体的な影響は明らかにされていない。
２　控訴人らの損害の不存在
　控訴人らは、残留農薬基準設定における考え方の変更等による不安、不信や食品
の安全性に対する情報を入手することができないことに対する不安があると主張す
るが、そのような漠然とした心情が国家賠償法上保護の対象となる控訴人ら個人の
利益とはいえず、損害賠償の対象となる損害が発生しているとはいえない。
第三　当裁判所の判断
一　当裁判所も、控訴人らの被控訴人厚生大臣に対する本件訴えはいずれも不適法
であるから却下すべきものであり、控訴人らの被控訴人国に対する本件請求はいず
れも理由がないから棄却すべきものであると判断するが、その理由は、次のとおり
付加、訂正するほかは、原判決理由に記載のとおりであるから、これを引用する。
１　原判決四九頁八行目の「危険ないし不安」を「危険ないし不安や子孫の健康へ
の悪影響に対
する不安」と改める。
２　同五二頁末行から五三頁一行目にかけての「第四二号証、」の次に「第六四号
証、」を加える。
３　同五四頁五行目の「ＡＤＩ」の次に「（通常、体重一キログラム当たりのミリ
グラム数で表される。）」を加える。
４　同五五頁一行目末尾の次に「そして、このような方法によるＡＤＩの設定は既
に国際的に定着しており、わが国でも同様の方法を採用している。」を加える。
５　同五五頁二行目から三行目にかけての「参考にしながら、日本人一人が平均し



て一日に摂取する農作物の量に基づき」を「参考にしながら、農薬毎に残留農薬に
ついての一応の基準値案を設定し、日本人一人が平均して一日に摂取する農作物の
量に右基準値案を乗じて」と改める。
６　同五五頁七行目の「以下「理論一日最大摂取量」という。」を「Ｔｈｅｏｒｅ
ｔｉｃａｌ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｄａｉｌｙ　Ｉｎｔａｋｅ、以下、本判決では「理
論最大一日摂取量」という。」と改める。
７　同五五頁八行目の「を求め、」から同一〇行目末尾までを次のとおり改める。
「を求める。そして、その理論最大一日摂取量が、当該農薬のＡＤＩに体重五〇キ
ログラムを乗じて得た人の許容される一日の摂取量を超えない場合、人が一生涯に
わたり当該農薬を摂取したとしても安全性に問題はないと考えられることから、当
該基準値案を基準値として採用する。これに対し、理論最大一日摂取量が当該農薬
のＡＤＩから求めた許容される一日の摂取量を超える場合には、基準値案を厳しく
規制する方向で再検討し、再検討された基準値案に基づき計算し直した理論最大一
日摂取量が、ＡＤＩから求めた許容される一日の摂取量を超えないことを確認した
上で、再検討した基準値案を基準値として採用することとしている。」
８　同五七頁三行目の「適用していることや」を「適用していること、控訴人らの
引用する米国科学アカデミーの乳幼児及び小児の食事中の農薬に関する勧告の概要
は、発育に関し毒性が見られる場合及び小児に関する毒性試験が不完全な場合とい
う限られた場合に、さらに一〇分の一の係数を用いるよう勧告しているものであっ
て、一律に一〇〇〇分の一の係数の適用を求めているものではないこと（乙三
五）」と改める。
９　同六八頁一行目「前記認定の事実」から同二行目末尾までを次のとおり改め
る。
「前記認定のとおり、ヒトに対する発がんの危険性を評価する際には、その農薬の
発がん
の作用機序を考慮するというのが一般的な考え方であり、動物を用いた発がん性試
験において発がん性が認められた農薬であっても、変異原性試験等に基づき発がん
性の作用機序を調査検討した上で、非遺伝子傷害性であると判断された場合には、
発がん性が認められた当該発がん性試験において、閾値、すなわち無毒性量を求め
ることが可能と考えられており、その結果、他の毒性試験成績と併せ、ＡＤＩの設
定が可能であるから、ＡＤＩから求められる許容される摂取量の範囲内で農作物ご
とに基準値が設定されることになること、ＩＡＲＣは、化学物質のヒトヘの発がん
危険性について分類を行い、ヒトヘの発がん性について不十分な証拠しかない、あ
るいは証拠がないが、実験動物では十分な発がん性の証拠がある場合にグループ２
Ｂ（ヒトに対して発がん危険性の可能性がある）とし、ヒトヘの発がん性について
は限られた証拠しかないが、実験動物の発がんについて十分な証拠があるときにグ
ループ２Ａ（ヒトに対して発がんの危険性がある）と分類していること（甲二八、
九八）などの事実に照らすと、証人Ｂの右供述部分は採用できないというべきであ
る。
　なお、控訴人らの主張するとおり、証拠（甲九九の１、２）によれば、労働省
は、平成八年一一月五日、酢酸ビニル等四物質について、ラット及びマウスを用い
た発がん試験の結果によりがん原性が確認されたとし、ヒトに対するがん原性は認
められていないものの、これらの物質に長期間暴露した場合に健康障害を引き起こ
す可能性を否定できないため、化学物質による労働者の健康障害を予防するための
必要な措置をとることとし、平成九年二月六日付け労働省労働基準局長名で、健康
障害を防止するための指針を作成し、公示したことが認められるが、右試験結果及
び局長通知は、右四物質の発がんの作用機序に一切触れていないものであり、ま
た、これらの物質の製造、取扱いの事業に携わる労働者を対象としたものであっ
て、食品中の残留農薬における発がん性農薬の評価及びその取扱いとはその前提を
異にするものであるから、この事実は、先に認定したヒトに対する発がんの危険性
を評価する際の一般的考え方を左右するものではない。」
１０　同七二頁一〇行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「　控訴人らは、甲第一一六号証の意見書をもとに、米国において「有機リン剤の
視覚系毒性試験方法に関する一連の科学的検
討事項」が取りまとめられたことなどをあげ、米国では有機リン系農薬の慢性眼毒
性を認める立場を取っている旨主張する。しかしながら、弁論の全趣旨によれば、
被控訴人らは、右科学的検討事項においては、米国ＳＡＰ（Ｓｃｉｅｃｅ　Ａｄｖ
ｉｓｏｒｙ　Ｐａｎｅｌ）が科学的見地から、ＩＬＳＩ（国際生命科学研究所）と



ＥＰＡが作成した眼毒性評価に関する毒性試験法（案）を検討し、その問題点を指
摘しているだけであり、積極的に有機リン系農薬の眼毒性を認めているわけではな
いと理解していることが認められ、右検討事項がこれを超えるものであったと認め
るに足りる証拠はないことに照らすと、甲第一一六号証をもってしても有機リン系
農薬と眼毒性の因果関係を認めるに足りないというべきである。」
１１　同七四頁一行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「２の２　フェニトロチオンの急性毒性及び亜急性毒性について
（一）　控訴人らは、食品衛生調査会が設定したフェニトロチオンのＡＤＩの根拠
（毒性評価）が不合理であると主張する。
証拠（甲二六の２、二八、一〇四、一一六、乙三九、六一ないし六三、六七）及び
弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
（１）　フェニトロチオンは、有機リン剤であり、血漿、赤血球及び脳組織におい
てコリンエステラーゼ活性の低下を起こすとされている。
　ところで、ＪＭＰＲにおいては、一九八八年（昭和六三年）のフェニトロチオン
のＡＤＩの再評価の時から、脳のアセチルコリンエステラーゼに関するデータは安
全性評価において価値が高いこと、一方、血漿コリンエステラーゼ（ブチリルコリ
ンエステラーゼ）の阻害は、有害な毒性学的影響であるとは見ないことを原則とす
る考え方を採っており、一九九〇年（平成二年）に刊行された環境保健クライテリ
ア一〇四巻（乙六七）には、毒性評価のプロセスの項でＪＭＰＲの右の考え方が記
述されており、右の経過からすると、本件告示のあった平成四年当時においては、
血漿コリンエステラーゼの阻害は毒性症状と考えるべきではないという考え方が国
際的な評価の原則であったということができる。
（２）　本件残留農薬基準の設定に関し、食品衛生調査会が調査審議において使用
したフェニトロチオンの毒性試験成績に関する資料等によれば、資料六ー一（一九
七四年（昭和四九年）発表）には「ラットにおける慢性毒性及び発がん性試験。九
二週の慢性毒性試験
において最高用量の一〇〇ＰＰｍ投与群で脳のコリンエステラーゼ活性限害なし。
二年間の慢性毒性試験において一〇〇ＰＰｍ投与で（脳のコリンエステラーゼ活
性）阻害あり。ＮＯＥＬ（無影響量）は、〇・五㎎／㎏／日（一〇ＰＰｍ）」旨の
記載がある。
　また、資料五‐一（一九七五年（昭和五〇年）発表）には「ラットにおける亜慢
性毒性及び九二週摂取によるコリンエステラーゼの変動試験。コリンエステラーゼ
阻害に関する無影響量は、五ＰＰｍと考えられ、この値は、雄では〇・二七㎎／㎏
／日、雌では〇・二八㎎／㎏／日に相当し、イヌの無影響量〇・一五㎎／㎏／日に
かなり近い。」旨の記載がある。
　資料六ー六（一九八四年（昭和五九年）発表）には「イヌの一年間試験で血漿コ
リンエステラーゼの無影響量は一〇ＰＰｍ（〇・二五㎎／㎏／日）」旨の記載があ
る。
（３）　控訴人らがその主張の根拠とする資料五‐一は乙第六二号証（昭和五〇年
五月発行の防虫科学第四〇巻二号）に登載されている番号７の報告と同一であり、
ＪＭＰＲにも提出されている（乙第六三号証の訳文六八頁参照）ことが認められる
ところ、同資料において、フェニトロチオンのラットにおける無影響量を雄で〇・
二七㎎／㎏／日、雌で〇・二八㎎／㎏／日と結論づけた根拠は、次のとおりであ
る。
　すなわち、スミチオン（すなわちフェニトロチオン）等に対するラットにおける
亜慢性毒性及びスミチオン九二週摂食によるコリンエステラーゼの変動試験を行
い、本試験の後、コリンエステラーゼに対するスミチオンの無影響量を決定するた
め、ラットにおけるスミチオンの混餌投与の追加試験を行った。追加試験では雄
雌、各一五匹のラットを用い、スミチオンを〇、二・五、五、一〇ＰＰｍの濃度で
混餌投与し、周期的に採血して血漿及び赤血球のコリンエステラーゼ活性を測定し
た。投与終了後にラットを屠殺して脳のコリンエステラーゼ活性を測定した。血漿
コリンエステラーゼ活性の変化をみると、二・五ＰＰｍ群では九二週間の投与期間
を通じて酵素の阻害が認められず、五ＰＰｍ群（〇・二七㎎／㎏／日に相当）にお
いて、雄では最初の一六週間に二〇ないし二五パーセント、雌では最初の一二週間
に二〇ないし三五パーセント低下したが、この活性は、残りの試験期間中に回復し
た。また、一〇ＰＰｍ群では有意な阻害が認められた。血球コリンエステラーゼ
は、血漿コリンエステラーゼよりスミチ
オンに対する感受性が低く、一〇ＰＰｍ群においても酵素活性阻害はあまり大きく



なかった。脳コリンエステラーゼの活性は、試験期間の終了時に測定されたが、ど
の投与濃度においてもスミチオンの影響は認められなかった。このような追加試験
に基づいて、コリンエステラーゼの阻害に関するスミチオンの無影響量は、混餌濃
度五ＰＰｍとすることができるとし、これを換算すると、雄が〇・二七㎎／㎏／
日、雌が〇・二八㎎／㎏／日となり、イヌにおける無影響量（混餌濃度五ＰＰｍ、
〇・一五㎎／㎏／日）に非常に近いと結論づけた。
（４）　ＪＭＰＲは、一九八八年（昭和六三年）に、一九八六年（昭和六一年）に
設定したフェニトロチオンのＡＤＩ〇・〇〇三㎎／㎏／日を再評価するに当たり、
毒性評価について、以前使用されていた血漿コリンエステラーゼのデータよりはむ
しろラットとイヌにおける脳アセチルコリンエステラーゼ阻害のデータを採用し、
ラットについて餌中一〇ＰＰｍ（〇・五㎎／㎏／日に相当）、イヌについて餌中五
〇ＰＰｍ（一・二五㎎／㎏／日に相当）とする無毒性量を求めた上、フェニトロチ
オンのＡＤＩを〇・〇〇五㎎／㎏／日と改定した。
（５）　ＥＰＡは、平成三、四年当時、フェニトロチオンの一日摂取許容量　（参
考量）を〇・〇〇四㎎／㎏／日としていた。
　以上の認定事実に照らすと、フェニトロチオンの急性毒性及び亜急性毒性の評価
に当たり、血漿コリンエステラーゼの阻害は、有害な毒性学的影響とは見ないとす
る前記の国際的評価原則に従う限り、フェニトロチオンのＡＤＩを〇・〇〇五㎎／
㎏／日と設定することには十分な根拠があったというべきであるから、本件残留農
薬基準の設定に当たり、食品衛生調査会がフェニトロチオンのＡＤＩを〇・〇〇五
㎎／㎏／日と設定したことに科学的知見に照らし不合理な点があったと認めること
はできないというべきである。
　そして、血漿コリンエステラーゼの阻害を有害な毒性学的影響と見ないとの見解
は、前記環境保健クライテリア一〇四巻（乙六七）中に、ＪＭＰＲの「毒性試験
で、一方の動物種では影響が見られるが、他方の動物種では見られない場合、又は
一方の動物種が他方の動物種よりある物質に対してはるかに感受性が高い場合に
は、一般的に、最も感受性の高い動物種（最も低用量で有害影響が見られた動物
種）でのデータをＮ〇ＡＥＬの判定及びＡＤＩの設定に用いる。」「残留農薬の
毒性評戯に用いられるデータは、一般的に、急性毒性試験、短期混餌投与毒性試
験、長期混餌投与毒性試験及び動態試験からなる。これらに加え、特別な影響、例
えば発がん性、繁殖毒性、催奇形性、化合物によっては神経毒性等に関する試験デ
ータも通常必要とされる。」「評価の最終目標は、全ての毒性データベースに基づ
き無毒性量（ＮＯＡＥＬ）を求めることであり、このＮＯＡＥＬはしかるべき安全
係数とともにＡＤＩの算出に使用される。」「全ての試験結果を集約することによ
り化合物の毒性の評価が可能となる。」「化合物が毒性を誘発するか否かを判断す
る上で最初に考慮すべき点は、試験生物が暴露される試験物質の用量であ
る。・・・ある試験で用いた一連の用量が毒性反応を引き出さなかった場合は、用
量が不十分であったということである。この考え方はすべての毒性試験に適用され
る。」「最も適切な試験から得られたＮＯＡＥＬを適切な安全係数で割ることによ
りＡＤＩを決定する。最も低いＮＯＡＥＬが必ずしもＡＤＩ設定のもとになってい
るわけではない。」等の厳格な見解とともに記載されていることに照らせば、十分
に信頼できるものというべきである。
　なお、控訴人らは、（２）に認定の資料は、食品衛生調査会の審議の対象になっ
ていない旨主張するが、証拠（甲一一七の１）によれば、平成三年一一月八日、住
友化学工業株式会社から農水省に右認定のフェニトロチオンに関する資料が提出さ
れたことが認められるところ、証拠（甲一一八）によれば、食品衛生調査会の調査
審議は、残留農薬・毒性合同部会において平成三年九月二六日に四一品目の農薬の
食品規格設定について調査審議し、同年一一月一二日に分科会が開かれ同年一二月
九日、右合同部会において、四一品目のうち三四品目について食品規格（案）を調
査審議して委員長に報告し、平成四年四月二八日の常任委員会において、右報告の
あった三四品目についての食品規格の設定につき最終決定がされ、即日被控訴人厚
生大臣に答申されたものであることが認められ、これらの事実からすると、厚生省
においては、農水省の任意の協力によって住友化学工業株式会社から農水省に提出
された前記認定のフェニトロチオンの資料を入手し、分科会の専門委員へ各専門分
野ごとに右資料を分類送付し、予め検討を依頼した上で、分科会で各委員により調
査審議を行い、この結果を平成三年一二月九日の食品衛生
調査会残留農薬・毒性合同部会、さらには常任委員会において調査審議したものと
推認するのが相当である。



（二）　控訴人らは、ＥＰＡが平成七年七月にフェニトロチオンの参考値（ＡＤＩ
に相当するもの）を〇・〇〇一三㎎／㎏／日と設定したことを根拠にして、被控訴
人厚生大臣が設定したフェニトロチオン残留基準値に基づき理論最大一日摂取量を
計算すれば、現在でさえＡＤＩの約九〇パーセントを占めているのであるから、Ｅ
ＰＡの右参考値から計算した一日摂取許容量をはるかに超えており、健康を損なう
危険性があると主張する。
　しかしながら、証拠（乙四八）によれば、厚生省では、国民が日常の食事を介し
て食品に残留する農薬をどの程度摂取しているかを把握するため、マーケットバス
ケット調査方式による農薬の一日摂取量調査を実施していること、その調査結果に
よれば、フェニトロチオンの一日摂取量は〇・七七μｇ（平成三・四年度）、一・
四八μｇ（平成五年度）、七・一二μｇ（平成六年度）であり、対ＡＤＩ（〇・〇
〇五㎎／㎏／日）比は、〇・三一ないし二・八五パーセントであると報告されてい
るところ、ＥＰＡの参考値〇・〇〇一三㎎／㎏／日に平均体重五〇キログラムを乗
じて一日摂取許容量を試算すると、六五μｇとなるから、ＥＰＡの評価をもとにし
たとしても、フェニトロチオンの摂取量は、一日摂取許容量の四・七パーセントか
ら一〇・九パーセントであり、許容される摂取量を大幅に下回っていることが認め
られるから、被控訴人厚生大臣が設定したフェニトロチオンの残留基準値が、人の
生命、身体に障害を及ぼし、健康を損なう危険性があると認めることはできない。
（三）　控訴人らは、ＥＰＡでは、ＡＤＩとして職業上の暴露を除く全ての経路か
らの農薬暴露を前提としているが、わが国では、水と食物のみで、大気、室内空気
等からの暴露を無視しており、大気、室内空気の農薬汚染はかなり高濃度であり、
無視し得ない程度に達しており、二〇パーセントを超えることは明らかであると思
われるが、仮にＡＤＩの配分において水、大気その他による暴露が全体の二〇パー
セントであるとすれば、基準設定農作物を介した農薬の暴露評価において、理論最
大一日摂取量はＡＤＩの九七パーセントを超えることになり、フェニトロチオンの
理論最大一日摂取量に水、大気等による暴露量を考慮に入れると、一日摂取許容量
を超えることになると思われる
旨主張する。
　しかしながら、証拠（乙六四ないし六六）によれば、環境庁による平成五年度の
化学物質環境汚染実態調査では、大気中のフェニトロチオンについて全国一五地点
で測定した結果、一地点から検出された以外はいずれも検出されなかったこと、水
については平成八年度の水質測定結果では、フェニトロチオンについては全国で二
六二検体の測定が行われ、検出が見られたのは二検体のみであったことが認めら
れ、これらの事実からすると、フェニトロチオンの水、空気等を介しての暴露は極
めて限られたものと推測されるから、フェニトロチオンの理論最大一日摂取量に
水、空気等を介した農薬の暴露量を考慮に入れたとしても、ＡＤＩから計算した一
日摂取許容量を超えるものとは考えられないばかりでなく、フェニトロチオンのマ
ーケットバスケット調査による暴露量が一日摂取許容量の三パーセント未満である
こと（乙六四）を併せ考慮すると、食品を通じて右農薬を摂取することにより、控
訴人らの生命、身体に障害を及ぼす客観的蓋然性があると認めることはできないと
いうべきである。２の３　マラチオンの毒性について
　控訴人らは、マラチオンについても、基準設定の農作物以外の水、大気等を介し
ての暴露を二〇パーセントと見た場合、理論最大一日摂取量がＡＤＩから計算した
一日摂取許容量を超えるものと思われる旨主張するが、証拠（乙六四、六五）によ
れば、前記の環境庁による化学物質環境汚染実態調査では、大気中のマラチオンに
ついて全国一五地点で測定した結果、いずれの地点からも検出されなかったことが
認められ、右事実に照らすと、マラチオンの理論最大一日摂取量に水、空気等を介
してのマラチオンの暴露を考慮に入れても、食品を通じて右農薬を摂取することに
より、控訴人らの生命、身体に障害を及ぼす客観的蓋然性があると認めることはで
きない。」
１２　同七四頁七行目から八行目にかけての「乙第二号証の」から同一〇行目の
「見られないことや」までを「乙第二号証によれば、ヤンセン株式会社の試験施設
において実施されたラットによるイマザリルの三世代繁殖毒性試験成績によると、
体重、摂飼量、妊娠率等に異常は認められず、また、生存胎仔率、同腹仔数、異常
胎仔数等すべての観察項目において胚毒性、催奇形性及び繁殖能異常を示す変化は
認められなかったこと、ウサギによる催奇形性試験結果でも胚毒性及び催奇形性は
認められなか
ったことや」と改める。



１３　同七五頁三行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「　控訴人らは、イマザリルは、男性用経口避妊薬（殺精子剤）としてアメリカ・
シンテックス社が特許を取得しているイミダゾール類の主要な物質であると主張す
るところ、イミダゾール誘導体である化合物の中にイマザリルが含まれていること
は認められる（乙三）ものの、イマザリルに殺精子作用があることを裏付ける試験
成績はないのであるから、イミダゾールの誘導体であるとの一事からイマザリルに
殺精子作用を認めることはできないというべきである。この点について、控訴人ら
は、アメリカの科学者シーア・コルボーンら著の「奪われし未来」（甲第一〇三号
証）の中には、ウィスコンシン大学薬学部・環境毒物センターのリチャード・ピー
ターソンとロバート・ムーアによるダイオキシンのラットの生殖機能に関する研究
における実験結果から、「有害化学物質によってラットの精子の九九％が打撃を受
けたのに、ラットの生殖能力に全く支障が出ない。」という事実が分かったとの記
述があり、この事実は、ヤンセン株式会社の行った三世代繁殖毒性試験で異常が出
なかったとしても、それだけで殺精子作用を否定する根拠になり得ないことを示し
ていると主張するが、そもそもイマザリルに殺精子作用があることを認め得る試験
成績はないのであるから、右記述をもってイマザリルが生殖細胞に影響を及ぼすと
の控訴人らの主張を裏付けるものと認めることはできない。
　また、控訴人らは、イマザリルはベンゼン環に塩素が付いた化学構造式をしてい
ることから、ダイオキシンを含むおそれがあると主張するが、ベンゼン環に塩素が
付いた化学構造式をしているというだけでは、イマザリルにダイオキシンが含まれ
ると認めることはできず、他に右主張を裏付けるに足りる証拠はない。」
１４　同七五頁六行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「３の２　マラチオン、ペルメトリン、シペルメトリン、イマザリルの内分泌　攪
乱性について
　控訴人らは、シーア・コルボーンら著の「奪われし未来」（甲第一〇三号証）等
を引用して、マラチオン、ペルメトリン及びシペルメトリンが内分泌攪乱化学物質
として取り上げられており、また、イマザリルも内分泌攪乱化学物質の可能性があ
ると主張する。
　しかしながら、証拠（甲一〇二の１、２）及び弁論の全趣旨によれば、環境庁の
外因性内分泌攪
乱化学物質問題に関する研究班の中間報告において、「これまでに得られている知
見からは、一般生活において内分泌攪乱化学物質が人に影響を及ぼしているか否か
を判断することは困難」とされていること、国際的に見ても、内分泌攪乱化学物質
については国際政府間フォーラムを通じて国際的な研究や協調が進められようとし
ている段階であって、未だ研究途上の問題であること、平成九年二月に米国環境保
護庁から出された「環境内分泌攪乱作用に関する特別報告」においても、一部の例
外を除いて、内分泌攪乱メカニズムによって作用する人への具体的影響と環境中に
排出された特定の化学物質との因果関係は確立されていないとして、新たな調査、
研究の必要性を述べているのみであることが認められ、これらの事実に照らすと、
控訴人ら主張の農薬が内分泌攪乱化学物質として控訴人らの健康等に具体的な影響
を及ぼす客観的なおそれがあるとすることはできない。」
１５　同八〇頁八行目の「原告Ｃ」から同八一頁七行目末尾までを次のとおり改め
る。
「　証拠（控訴人Ｃ、同Ｄ各本人）によれば、控訴人らは、本件各行為により農薬
に汚染された食品を食べ続けなければならないと考え、そのことによる控訴人らの
健康に対する不安、さらには控訴人らの子や孫にまで悪影響を及ぼすことに対する
不安を感じていることがうかがわれるところ、子や孫の人格権的利益の侵害につい
て、父母ないし祖父母が独自に不法行為による精神的損害の賠償を請求し得るか否
かの解釈上の問題はさておき、以上認定、説示したところによれば、控訴人らない
しその子や孫が本件各行為に係る農薬を含有する食品を摂取することによって、そ
の生命、身体に具体的な障害が発生し、健康を損なう危険性が客観的に予測される
と認めることはできないから、控訴人らの右の不安は、社会通念上甘受すべき限度
を超えるものとはいえず、結局、食品の安全性に対する危惧ないし懸念の域を出る
ものではないというべきであり、したがって、また、残留農薬基準の設定における
基本的考え方の変更や食品衛生調査会の調査審議の経過などが控訴人らに不安をも
たらし、あるいは食品の安全性について十分な情報を入手できないことに対する不
安、不信といったものがあるとしても、それらの不安等が社会通念上甘受すべき限
度を超えるものでないことも明らかというべきである。」



二　よって、原判決は相当であって、本件控訴
は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第二民事部
裁判長裁判官　森脇勝
裁判官　池田克俊
裁判官　藤下健


